
Ⅱ－則３１－１ 

公立大学法人埼玉県立大学特任教員就業規則 

 

平成２５年４月１日 

規 則 第 ３ １ 号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、公立大学法人埼玉県立大学職員就業規則（平成２２年規則第２２号。以下「職

員就業規則」という。）第３条第６項に基づき、公立大学法人埼玉県立大学（以下「法人」という。）

に勤務する特任教員の労働条件、服務規律その他の就業に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において「特任教員」とは、職員就業規則第２条第２項に規定する教員以外の教員

で、外部資金等によるプロジェクト等において教育研究に従事する特任教授、特任准教授及び特任

助教の職にある者をいう。 

２ 前項の職については、公立大学法人埼玉県立大学組織規則 （平成２２年規則第６号。以下「組織

規則」という。）第１５条から第１８条の規定を準用するものとする。 

（法令との関係） 

第３条 この規則及びこれに付随する諸規程に定めのない事項については、労働基準法（昭和２２年

法律第４９号。以下「労基法」という。）、その他の関係法令及び法人の他の規程の定めるところに

よる。 

 (雇用形態) 

第４条 特任教員の雇用形態は、就業規則第２条第２項に定める教員と同様とし、就業に関する事項

は、この規則に定めるもののほか、職員就業規則を準用する。ただし、職員就業規則第１２条から

第１６条の規定は準用しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、理事長が特に必要と認める場合は、雇用形態が公立大学法人埼玉県立

大学非常勤職員就業規則 （平成２２年規則第２３号。以下「非常勤職員就業規則」という。）第２

条に規定する非常勤職員と同様の特任教員(以下「非常勤特任教員」という。)とすることができる

ものとし、就業に関する事項は、この規則に定めるもののほか、非常勤職員就業規則を準用する。

ただし、非常勤職員就業規則第８条から第１１条の規定は準用しない。 

（採用） 

第５条 特任教員の採用は、職員就業規則を準用する。 

２ 前項の規定にかかわらず、非常勤特任教員の採用は、非常勤職員就業規則を準用する。 

（任期等） 

第６条 特任教員は、５年以内の任期とする。ただし、非常勤特任教員は、１年以内の任期とする。 

２ 前項の任期が５年に満たないときは、採用時から５年に至るまでの期間を更新することができる。

ただし、当該プロジェクト等の存続期間に限るものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、任期の満了前に就業規則第２３条第１項に定める定年に達するとき

は、当該教員（非常勤特任教員は除く）の任期は、定年に達する日以降の最初の３月３１日までと

する。 

（給与） 

第７条 特任教員に支給する給与は、公立大学法人埼玉県立大学職員の給与に関する規則（平成２２

年規則第２７号。以下「給与規則」という。）を準用して決定する。 

２ 前項の規定にかかわらず、非常勤特任教員に支給する給与は、非常勤職員就業規則を準用して決

定する。 

 

 



Ⅱ－則３１－２ 

（退職手当） 

第８条 特任教員の退職手当は、公立大学法人埼玉県立大学職員の退職手当に関する規則 （平成２２

年規則第２８号。）を準用して支給する。ただし、勤続期間は、特任教員として在職した期間に限る

ものとし、その他の期間は算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、非常勤特任教員には退職手当を支給しない。 

（その他） 

第９条 この規則に定めるもののほか、特任教員の就業に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 

 

附 則 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

 


